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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子デバイスを形成する方法であって、
　電子デバイス基板であって、その上に配置されたバンプ・パッドを有する前記電子デバ
イス基板を提供することを備え、前記バンプ・パッドは、ＡｌまたはＣｕからなる平面頂
部表面と側部表面とを含み、さらに、
　前記ハンダ・バンプ・パッドの前記頂部平面および側部表面上に配置されたニッケル含
有層を提供し、前記ハンダ・バンプ・パッドの前記頂部平面および側部表面との界面を形
成し、
　前記ニッケル含有層上に位置するハンダ・バンプを提供することを備え、前記ハンダ・
バンプは銀と錫と銅からなり、さらに、
　前記ニッケル含有層と前記ハンダ・バンプとの間に位置し前記ニッケル含有層と前記ハ
ンダ・バンプに接触する金属間化合物層を形成することを備え、前記金属間化合物層は、
　前記ハンダ・バンプに隣接する第１の金属間化合物副層を含み、前記第１の金属間化合
物副層はニッケルと銅と錫の合金からなり、そして、
　前記第１の金属間化合物副層と前記ニッケル含有層とに隣接する第２の金属間化合物副
層を含み、前記第２の金属間化合物副層はニッケルと錫の合金からなり、そして
　前記金属間化合物層を形成することが、銅含有層と接触する前記ハンダ・バンプを溶融
することを含み、前記金属間化合物層が５５重量％から６５重量％の範囲内の銅濃度を有
する、方法。
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【請求項２】
　前記ニッケル含有層が元素のニッケル層である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　電子デバイスであって、
　電子デバイス基板であって、その上に配置されたバンプ・パッドを有する前記電子デバ
イス基板を備え、前記バンプ・パッドは、ＡｌまたはＣｕからなる平面頂部表面と側部表
面とを含み、さらに、
　前記ハンダ・バンプ・パッドの前記頂部平面および側部平面上に位置し、前記ハンダ・
バンプ・パッドの前記頂部平面および側部平面との界面を形成するニッケル含有層と、
　前記ニッケル含有層上に配置されたハンダ・バンプとを備え、前記ハンダ・バンプは銀
と錫と銅の合金からなり、さらに、
　前記ニッケル含有層と前記ハンダ・バンプとの間に位置し、前記ニッケル含有層と前記
ハンダ・バンプに接触する金属間化合物層を備え、前記金属間化合物層は、
　前記ハンダ・バンプに隣接する第１の金属間化合物副層を含み、前記第１の金属間化合
物副層はニッケルと銅と錫の合金からなり、そして、
　前記第１の金属間化合物副層と前記ニッケル含有層とに隣接する第２の金属間化合物副
層を含み、前記第２の金属間化合物副層はニッケルと錫の合金からなり、そして
　前記金属間化合物層が５５重量％から６５重量％の範囲内の銅濃度を有する、電子デバ
イス。
【請求項４】
　前記ニッケル含有層が元素のニッケル層である、請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記ハンダ・バンプの前記銅が０．５重量％から４重量％の範囲内の濃度を有する、請
求項３に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記金属間化合物層が、前記ニッケル含有層上に位置し前記ニッケル含有層との界面を
形成する、請求項３に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記第１の金属間化合物副層のニッケルと銅と錫の前記合金は、前記錫の５原子の前記
ニッケルと前記銅の６原子に対する原子比率を含み、前記銅原子は前記ニッケル原子より
も多い、請求項３に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記金属間化合物層が、前記ニッケル含有層上に位置し前記ニッケル含有層との界面を
形成する、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、一般に電子パッケージングに関し、より詳細にはフリップ・チップ組立てに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　フリップ・チップ・パッケージングは、ハンダに依拠してＩＣをパッケージに接続する
。これらのハンダ相互接続は、バンプと呼ばれる。バンプは、従来、Ｐｂ／Ｓｎ合金で作
られてきた。しかし、鉛の使用を規制する法律の登場により、電子産業は、鉛フリー合金
に向かっている。例えば、２００３年に欧州連合が採択した、特定有害物質使用制限（Ｒ
ｏＨＳ）指令は、同種の成分中の鉛濃度を０．１％（１０００ｐｐｍ）以下に制限する。
最も普及している鉛フリーのバンプ合金は、三元のＳｎ／Ａｇ／Ｃｕおよび二元のＳｎ／
Ａｇである。Ｓｎ／Ａｇ合金は、通常、メッキされ、一方、Ｓｎ／Ａｇ／Ｃｕ合金は、通
常、ペースト印刷される。メッキされたＳｎ／Ａｇの場合、バンプ下メタライゼーション
（ＵＢＭ）は、通常、Ｔｉ／Ｃｕ／Ｎｉの３層であり、Ｓｎ／Ａｇ／Ｃｕ合金に対しては
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、ＵＢＭは、通常、Ａｌ／Ｎｉ／Ｃｕである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　一態様は、電子デバイスを形成する方法を提供する。電子デバイス基板の上に配置され
たハンダ・バンプ・パッドと、ハンダ・バンプ・パッドの上に配置されたニッケル含有層
とを有する電子デバイス基板が提供される。方法は、電子デバイスをリフロー・プロセス
にかける前に、銅含有層をニッケル含有層上に形成することを含む。
【０００４】
　他の態様は、電子デバイスを提供する。電子デバイスは、電子デバイスの上に配置され
たバンプ・パッドを有する電子デバイス基板を含む。ニッケル含有層が、ハンダ・バンプ
・パッド上に配置され、銅含有層が、ニッケル含有層上に配置される。
【０００５】
　他の態様は、電子デバイスを形成する方法を提供する。方法は、電子デバイス基板上に
配置されたハンダ・バンプを有する電子デバイス基板を提供することを含む。銅含有層が
、ハンダ・バンプ上に形成される。
【０００６】
　次に、添付の図面と共に、以下の説明が参照される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本開示により形成されたハンダ・バンプを有する電子デバイスを示す図である。
【図２】図２Ａは本開示のバンプ・パッドを示す上面図であり、図２Ｂは本開示のバンプ
・パッドを示す断面図である。
【図３】バンプ・パッドを示す詳細図である。
【図４】図４Ａはハンダ・バンプとバンプ・パッドの間に金属間化合物（ＩＭＣ）領域を
有する、ハンダ・バンプとバンプ・パッドを示す図であり、図４ＢはＩＭＣ領域を示す詳
細図である。
【図５】図５Ａは本開示のバンプ・パッドを示す上面図であり、図５Ｂは本開示のバンプ
・パッドを示す断面図である。
【図６】図６Ａはハンダ・バンプ上に形成された銅含有層を示す図であり、図６Ｂはハン
ダ・バンプ上に形成された銅含有層を示す図である。
【図７】本開示の方法を示す流れ図である。
【図８】本開示の方法を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　ある状況下では、ハンダ・バンプが、電子デバイスの設計寿命が終わる前に、働かなく
なることがある。いくつかの故障は、ソリッド・ステート構造によって衰えていくハンダ
・バンプの中に、機械的に弱い領域が形成されることに起因する。弱い領域は、例えば、
デバイス組立てから残る、またはデバイス動作中の熱膨張により引き起こされる残留機械
応力を受けて破壊する可能性がある。しかし、バンプ故障を減少させるための従来の方法
には、いくつかの欠点がある。
【０００９】
　従来の一方法では、Ｃｕバンプ・パッドの上のＮｉ層は、ハンダ溶融物が、いくつかの
位置においてＮｉ層を完全に取り除き、下地のＣｕをバンプに露出させるのに十分な程に
、薄く作られる。Ｃｕの一部が、バンプとパッドの間のＳｎ／Ｃｕ　ＩＭＣ領域に、組み
入れられる。低濃度では、ＩＭＣ領域の中の幾分かのＣｕは、有益でありうる。しかし、
Ｃｕは、溶融したハンダのＳｎおよびＡｇと速やかに反応するので、溶融物の中に溶解さ
れるＣｕの量は、十分には制御されない。Ｃｕが過度に組み込まれると、別の分野の信頼
性問題を引き起こす可能性がある。
【００１０】
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　別の従来の方法では、パッドからＣｕを消費することを避けるために、Ｎｉ／Ａｕ層ま
たはＮｉ／Ｐｄ／Ａｕ層が、Ｃｕパッドの上面に形成される。この場合、Ｎｉおよび／ま
たはＰｄ層が、リフロー中にＣｕが露出されないようにするのに十分な厚さで、形成され
る。この方法は、ハンダ・バンプの中のＣｕ濃度が大きすぎることに関連する信頼性問題
を少なくするが、前述の破壊問題は、改善されない。本明細書に記載される実施形態は、
従来の方法のこれらの限界に取り組む。
【００１１】
　現在、ハンダ・バンプをリフローする前に、ハンダ・バンプ上、またはバンプが接合さ
れるバンプ・パッド上に銅含有層を形成することにより、Ｃｕを制御された状態でＳｎ／
Ａｇハンダ・バンプに加えることができることが認識されている。銅含有層は、ハンダ溶
融物によって少なくとも部分的には消費され、ハンダ・バンプ、ならびにハンダ・バンプ
とバンプ・パッドの間の金属間化合物（ＩＭＣ）領域の中に、三元のＳｎ／Ａｇ／Ｃｕ　
（ＳＡＣ）合金を形成する。ＩＭＣ領域は、従来のＰｂフリー・バンプのハンダ接合に対
して、バンプとパッドの間の接合の、機械的および電気的信頼性を改善する機械的特性を
有する。そのような改善された特性は、バンプ故障の発生率を減少させ、パッケージされ
たデバイスの予想動作寿命を増加させることが、期待される。
【００１２】
　最初に図１を見ると、組み立てられた電子デバイス１００が示される。デバイス１００
は、第１の電子デバイス１００ａと第２の電子デバイス１００ｂを含む。いくつかの実施
形態において、デバイス１００ａは、集積回路（ＩＣ）のダイであり、デバイス１００ｂ
は、電子デバイス・パッケージである。図示された実施形態において、デバイス１００ａ
は、裏返されており、ハンダ・バンプ１１０が、デバイス１００ａとデバイス１００ｂの
間に配置される。いくつかの実施形態において、ハンダ・バンプ１１０は、ＲｏＨＳ規格
に適合する。本考察の中および特許請求の範囲の中で使用されるように、ＲｏＨＳ適合ハ
ンダ・バンプは、Ｐｂフリーであるとみなされる。デバイス１００ａ、１００ｂは、例え
ば、ハンダ・バンプ１１０が溶融され、冷却されたハンダ・リフロー・プロセスによって
、接合された。この構成において電子デバイスを接合するプロセスは、一般的に、「フリ
ップ・チップ」組立てと呼ばれる。
【００１３】
　デバイス１００ａは、基板１２０と、複数のハンダ・バンプ・パッド１３０とを含む。
本明細書の中および特許請求の範囲の中で使用されるように、バンプ・パッドは、ハンダ
・バンプとの接続を形成するように構成され、電子デバイス基板上に配置された、金属パ
ッドである。電子デバイスは、例えば、ＩＣダイ、または電子パッケージであってよい。
パッドは、１辺が例えば５０μｍ以上であってよく、パッド上に、バンプ下メタライゼー
ション、拡散障壁、または酸化防止剤など、様々な金属層を含んでよい。ハンダ・バンプ
・パッド１３０が、基板１２０の頂部の金属相互接続層（図示せず）の上に形成される。
いくつかの実施形態において、基板１２０は集積回路であり、例えば、トランジスタおよ
び金属の相互接続レベル（ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　ｌｅｖｅｌ）を含んでよい。パッ
ド１３０に接続される頂部の金属相互接続層は、多層の相互接続積層体の頂部におけるＩ
／Ｏパッドまたは相互接続レベルであってよい。
【００１４】
　デバイス１００ｂは、基板１４０と、複数のバンプ・パッド１５０とを含む。いくつか
の実施形態において、デバイス１００ｂは、電子デバイス・パッケージである。基板１４
０は、例えば、パッケージ・リードと、リードをバンプ・パッド１５０に接続する信号ル
ーティング・トレースとを含むことができる。基板１４０は、デバイス・パッケージ基板
の中に、複数の信号ルーティング層を含むことができる。信号ルーティング層は、例えば
、結線（ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）を介することにより、パッド１５０に接続することがで
きる。
【００１５】
　図２Ａおよび図２Ｂは、それぞれ、組立て前のバンプ・パッド１５０および基板１４０
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の一部分の平面図および断面図を示す。パッド１５０は、基板１４０の上面の上に形成さ
れ延在して示されている。他の意図された実施形態は、パッド１５０の上面が、基板１４
０とほとんどじかに接触するパッドを含む。パッド１５０は、デバイス１００ｂを形成す
るために使用されるプロセス技術に従って、例えば、ＡｌまたはＣｕパッドであってよい
。金属層２１０は、パッド１５０の上に配置される。層２１０は、ハンダ・バンプをパッ
ド１５０に接合する前に、パッド１５０上に堆積または形成される。パッド１５０の頂部
および側部を覆うように示されているが、他の実施形態において、金属層２１０は、パッ
ド１５０の頂部だけを、またはパッド１５０の、ハンダ・バンプ１１０とパッド１５０の
間の接触を防ぐのに十分な部分だけを、覆うことができる。さらに、図示されない、追加
の金属層が、金属層２１０とパッド１５０の間に存在してよい。そのような層は、いくつ
かの場合、金属層２１０とパッド１５０の間の粘着力を促進するために、または拡散障壁
を形成するために、使用されうる。
【００１６】
　以下にさらに説明するように、層２１０は、銅含有副層およびニッケル含有副層を含む
。層２１０は、ハンダ・バンプ１１０とパッド１５０の間の電気的および機械的接続に対
して特性を与えるように選択された、１つまたは複数の選択された金属層を、さらに含む
ことができる。例えば、層２１０は、ハンダ・バンプ１１０の濡れを改善する犠牲金属層
、または層２１０の表面の酸化を抑制するための有機被膜を含むことができる。
【００１７】
　図３は、金属層２１０を、本開示の一実施形態において構成される通りに、非常に詳細
に示す。銅含有副層３１０が、ハンダ・バンプ１１０’とニッケル含有副層３２０の間に
配置される。以下の考察において、ハンダ・バンプ１１０に対する「プライム符号（ｐｒ
ｉｍｅ）」表示は、デバイス１００ａをデバイス１００ｂに接合する前のハンダ・バンプ
１１０を示す。本開示の中および特許請求の範囲の中で使用されるように、銅含有層は、
元素の銅、銅を含む化合物、例えば、銅含有ＩＭＣ、または銅を含まないバインダを含む
ことができる。さらに、銅含有層は、異なる銅含有組成を有する２つ以上の層、例えば、
元素の銅の１層および銅を含むＩＭＣの１層、を含むことができる。同様に、本開示の中
および特許請求の範囲の中で使用されるように、ニッケル含有層が、元素のＮｉ、または
Ｎｉを含む化合物、例えば、ニッケル含有ＩＭＣを含むことができる。さらに、ニッケル
含有層は、異なるニッケル含有組成を有する２つ以上の層、例えば、元素のニッケルの１
層およびニッケルを含むＩＭＣの１層、を含むことができる。簡潔にするために、一般性
を失うことなく、残りの考察において、副層３１０はＣｕ副層と呼ばれてよく、副層３２
０はＮｉ副層と呼ばれてよい。
【００１８】
　例示される実施形態において、Ｃｕ副層３１０は、Ｎｉ副層３２０の上、副層３２０と
バンプ１１０’の間、に配置される。知られているフリップ・チップ・プロセスは、ハン
ダ・バンプと、バンプ・パッド上のニッケル含有層の間に、銅含有層を含まない。Ｃｕ副
層３１０は、リフロー後にバンプ１１０の中に、約０．５重量％～約４重量％の範囲内の
Ｃｕ濃度を結果としてもたらすＣｕの量を提供するように決定される、厚さＴＣｕを有す
る。この態様は、以下でより詳細に取り扱われる。Ｎｉ副層３２０は、パッド１５０が溶
融されたバンプ１１０と接触しないように、副層３２０が、リフロー後に破れないままで
あるようにするのに十分な厚さ、ＴＮｉを有する。
【００１９】
　図３の実施形態に関して、任意選択で、１つまたは複数の追加の金属層が、Ｃｕ副層３
１０とＮｉ副層３２０の間に配置されうる。例えば、そのような１つまたは複数の層には
、例えば、Ｐｄ層、Ａｕ層、またはその両者を含む仕上げ（ｆｉｎｉｓｈ）が、組み込ま
れうる。そのような層は、時として、バンプ・パッドの酸化を抑制するために、またはパ
ッドの濡れを促進するために、使用される。本開示の中および特許請求の範囲の中で使用
されるように、たとえ、仕上げ層として慣例的に使用される追加の金属層、例えば、Ａｕ
および／またはＰｄ、が副層３１０と３２０の間に配置されるときでも、Ｃｕ副層３１０
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は、Ｎｉ副層３２０上に配置される。
【００２０】
　以下に考察されるいくつかのの実施形態において、銅含有層が、組立てプロセスを実施
する前に、ハンダ・バンプ１１０’の上に堆積または形成されうる。いくつかの実施形態
において、ハンダ・バンプ１１０’は、バンプ１１０’をパッド１５０に接合する前は、
本質的にＣｕを含まない。本質的に含まないとは、ハンダ・バンプ１１０’の中のＣｕ濃
度が、約０．１重量％を超えないことを意味する。非限定的な一例において、ハンダ・バ
ンプ１１０’は、リフロー前は、約９６．５重量％のＳｎ／３．５重量％のＡｇ（共晶組
成）である。それ以外にはＣｕを本質的に含まないハンダ・バンプは、ハンダ・バンプの
上に形成される銅含有層の存在によって、Ｃｕを含むものとはみなされない。
【００２１】
　図４Ａは、ハンダ接合を形成後、例えば、リフロー後の、パッド１５０の上のハンダ・
バンプ１１０を示す。ハンダ・バンプ１１０の組成は、金属層２１０の一部分が組み込ま
れるために、ハンダ・バンプ１１０’の組成とは異なる。金属層２１０は、Ｃｕ副層３１
０およびＮｉ副層３２０だけが含まれるものとして、限定なしに示される。リフロー・プ
ロセス中、ハンダ・バンプ１１０’の中のＳｎおよび／またはＡｇが、金属層２１０の中
のＮｉおよび／またはＣｕと反応するときに、溶融されたハンダと副層３１０、３２０と
の間の反応が、銅含有ＩＭＣ領域４１０を作成する。ＩＭＣは、例えば、Ｃｕ、Ｓｎ、Ａ
ｇおよび／またはＮｉを含む化合物を含むことができる。各化合物は、構成元素の特徴的
な化学量論比（ｓｔｏｉｃｈｉｏｍｅｔｒｙ）を有する。実質的に全ての、ハンダ・バン
プ１１０と副層３２０の間の副層３１０は、溶融物によって消費され、領域４１０および
ハンダ・バンプ１１０に組み込まれることが予測される。Ｃｕ副層３１０の上に形成され
る、濡れ層が存在する場合は、その層もまた消費される。Ｎｉ副層３２０は、本質的に破
損されず、例えば、Ｎｉ副層３２０の連続部分が、領域４１０とパッド１５０の間に配置
されることを意味する。
【００２２】
　領域４１０は、領域４１０の中に様々なＩＭＣが存在することにより、ハンダ・バンプ
１１０と区別される。一般に、ＩＭＣ領域４１０の境界は、透過型電子顕微鏡など、様々
な分析技術により確認されるように、鮮明であることが予測される。通常、領域４１０は
、ハンダ・バンプ１１０の質量の約０．１％～１０％の総質量を有する。
【００２３】
　図４Ｂは、ＩＭＣ領域４１０を、非常に詳細に示す。Ｎｉ副層３２０と界面を共有する
、第１の副領域４２０は、Ｎｉ／Ｓｎ化合物、例えば、Ｎｉ３Ｓｎ４、から実質的に構成
されることが予測される。副領域４２０とバンプ１１０の間に配置される、第２の副領域
４３０は、Ｃｕ／Ｓｎ化合物、例えば、Ｃｕの代わりにいくらかのＮｉを有するＣｕ６Ｓ
ｎ５、から実質的に構成されることが予測される。副領域４３０におけるＩＭＣは、幾分
かの量のＮｉが存在することを反映するために、（Ｎｉ、Ｃｕ）／Ｓｎ化合物と呼ばれう
る。しかし、副領域４３０の中のＣｕのうちの実質的に５０％未満が、Ｎｉに置き換えら
れることが予測されるので、この考察および特許請求の範囲の目的に対して、副領域４３
０は、ニッケル含有層ではない。副領域４３０の中のＣｕ濃度は、例えば、約５５重量％
～約６５重量％の範囲内にありうる。
【００２４】
　様々な実施形態において、また特許請求の範囲の目的のために、副領域４３０は、副領
域４３０の中の高いＣｕ濃度を反映して、銅含有層とみなされる。他方では、ハンダ・バ
ンプ１１０は、銅含有層とみなされない。バンプ１１０は、約５重量％未満の銅濃度を有
し、バンプ１１０の中の銅は、通常は固溶体の状態にあり、銅含有ＩＭＣを形成しない。
何らかの銅含有ＩＭＣがバンプ１１０の中で形を成す程度では、そのようなＩＭＣは、広
く分散され、連続層を形成しない。
【００２５】
　溶融されたハンダ・バンプ１１０’が層２１０と接触して置かれるとき、副層３１０の
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中のＣｕは、ハンダ・バンプ１１０’の中のＳｎおよび／またはＡｇの中に溶解して、Ｓ
ｎおよび／またはＡｇと反応し、それゆえ、ハンダ・バンプ１１０を形成する。溶融され
たハンダ・バンプ１１０の中のＣｕの拡散率は、約０．１μｍ／秒より大であると考えら
れる。バンプ組立てプロセスの中の典型的なハンダ・リフロー・プロセスは、ハンダ・バ
ンプ１１０を、６０～９０秒の間、約２２０℃を超える温度に維持する。従って、副領域
４３０の中のＩＭＣに拘束されない、副領域３１０の中のＣｕは、ハンダ・バンプ１１０
の中のＳｎおよびＡｇとＳＡＣ合金を形成することが予測される。合金は、合金の中のＣ
ｕの均一な分布を有することが予測される。Ｃｕ副層３１０が溶融されたハンダにより消
費されると、ハンダは、Ｎｉ副層３２０に接触する。ハンダの中のＳｎは、副層３２０の
中のＮｉと反応して、Ｎｉ／Ｓｎ　ＩＭＣを形成し、副層４２０の中にＮｉ３Ｓｎ４を含
む。
【００２６】
　副領域４２０の中のＮｉ／Ｓｎ　ＩＭＣ、例えば、Ｎｉ３Ｓｎ４は、パッド１５０から
のＮｉおよびバンプ１１０からのＳｎが、副領域４２０の中に拡散するので、デバイス１
００の全寿命にわたって形成し続ける可能性がある。従って、副領域４２０は、時間経過
とともに、厚さが増す可能性がある。Ｎｉ／Ｓｎ　ＩＭＣは、通常、もろく、副領域４２
０が十分に厚くなると、副領域４２０は、応力を受けて破壊する可能性がある。破壊は、
デバイス１００がその定格寿命を終える前に、デバイス１００を故障させる可能性がある
。
【００２７】
　しかし、従来の場合と違って、副領域４３０の存在が、副領域４２０の成長を抑制する
ことが考えられる。副領域４３０の中のＣｕ／Ｓｎ　ＩＭＣもまた、ソリッド・ステート
構造によって、時間経過とともに形成し続けると考えられる。ハンダ・バンプ１１０の中
のＣｕは、デバイス１００の全寿命にわたって副領域４３０にＣｕを提供し、副領域４３
０が成長することを可能にする。副領域４３０は、バンプ１１０からのＳｎの、少なくと
も部分的なシンクとして働くことができ、そうでない場合には、バンプ１１０からのＳｎ
は、副領域４２０の中に拡散するであろう。副領域４２０に対するＳｎの使用可能性を制
限することが、副領域４２０の成長速度を制限し、それにより、デバイス１００の故障の
発生率を減少させることが、予測される。さらに、副領域４３０の中のＣｕ／Ｓｎ　ＩＭ
Ｃは、副領域４２０のＮｉ／Ｓｎ　ＩＭＣより機械的に丈夫であることが予測され、従っ
て、副領域４３０の成長が、デバイス１００の信頼性に悪影響を及ぼすことは予測されな
い。
【００２８】
　リフロー前にハンダ・バンプ１１０’にＣｕを混ぜることは、好ましい製造方法と両立
しない。製造者は、ハンダ・バンプ１１０’を低コスト高処理能力で形成する場合は、電
気メッキ・ハンダを積極的に選択する。しかし、Ｓｎ、ＡｇおよびＣｕの電気化学ポテン
シャルの固有の違いが、安定なＳｎ、ＡｇおよびＣｕの濃度を有するハンダ・バンプの形
成を、事実上妨げる。
【００２９】
　本開示の実施形態は、デバイス１００ａ、１００ｂを組み立てる前に、Ｃｕ源としてＣ
ｕ副層３１０を提供することにより、これらの不完全性を克服する。従って、バンプ１１
０’は、従来のプロセス、例えば、電気メッキで形成可能であり、合金は、リフロー中に
、デバイス１００ａ、１００ｂが接合されるときに発生する。
【００３０】
　Ｃｕ副層３１０は、任意の従来の、または新しい、方法で形成されうる。いくつかの実
施形態において、副層３１０は電気メッキで形成される。以下にさらに考察する他の実施
形態において、副層３１０は、銅含有ペーストのステンシル印刷で形成される。副層３１
０の厚さは、一般に、バンプ１１０の中に所望されるＣｕ濃度により決定される。副層３
１０の厚さは、様々な形成方法に対して異なってよい。例えば、電気メッキされた層は、
通常、パッド１５０の規模（約１００μｍ）にわたって、非常に均一な厚さを有する。す
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べてのＣｕが溶融物により消費されることが予測されるので、厚さは、ハンダ・バンプ１
１０’の体積と消費に対する知識を有する当業者により、決定されうる。
【００３１】
　非限定的な一例において、１００μｍのハンダ・バンプ１１０’に対する電気メッキさ
れたＣｕ副層３１０として、０．５～２μｍの厚さが使用されうる。この厚さの範囲は、
約０．５重量％～約４重量％の範囲内の、バンプ１１０の中のＣｕ濃度を、結果としても
たらすことが予測される。いくつかの場合、例えば、ハンダ・バンプの大きさの変化を考
慮して、少なくとも１μｍの厚さが好ましいであろう。いくつかの場合、余分なＣｕによ
るバンプ故障の可能性を最小化するために、Ｃｕ濃度は、３重量％以下に制限されうる。
本明細書における実施形態において、副層３１０の厚さが、使用可能なＣｕを、バンプ１
１０のハンダ組成におけるＣｕの溶解限度未満に制限する。従って、前述の、バンプ１１
０の中の過度のＣｕ濃度によるデバイス１００の信頼性の低下が、予防される。
【００３２】
　ニッケル含有副層３２０の中のＮｉがバンプ１１０の中に溶解する速度は、Ｃｕの速度
より著しく小さく、例えば、１０％未満であることが予測される。従って、副層３２０は
、Ｃｕ副層３１０と比べて比較的薄いが、依然として、溶融されたハンダがパッド１５０
に到達するのを防ぐことができる。消費される副層３２０の総量はまた、一般に、リフロ
ー温度と時間の関数である。いくつかの実施形態において、副層３２０の厚さは、リフロ
ー・プロセスの許容限度によって予想される最大の時間と温度において、破損しないまま
であるのに十分である。しかし、一般に、パッケージング・プロセスの総コストを制御す
るために、副層３２０の厚さを制限することが望ましい。いくつかの実施形態において、
リフロー前の副層３２０の厚さは、最大の、予測されるＮｉの離脱より、少なくとも約２
０％厚い。
【００３３】
　Ｎｉ副層３２０の約５０ｎｍが、上述のリフロー・プロセスの間に消費されると予測さ
れる。従って、いくつかの実施形態において、副層３２０は、前述の考察のバランスを反
映して、約０．５μｍの厚さを有する。副層３２０は、従来どおり、例えば、物理蒸着プ
ロセスにより、形成されうる。
【００３４】
　前述の通り、層２１０は、副層３１０と３２０の間に、例えば、Ｐｄ層および／または
Ａｕ層を含むことができる。これらの追加の層が存在する場合、これらの追加の層は、従
来どおりに形成されうる。そのような実施形態において、Ｃｕ、ＡｕおよびＰｄ層は、完
全に消費され、Ｎｉ層は、前述のように部分的に消費されるものと予測される。
【００３５】
　図５Ａおよび図５Ｂは、それぞれ、バンプ・パッド１５０の一実施形態の平面図および
断面図を示し、バンプ・パッド１５０の上には、Ｃｕ副層５１０が、ステンシル印刷によ
るＮｉ副層３２０の上に形成される。Ｃｕ副層５１０の厚さは、Ｃｕ副層３１０の厚さと
異なってよい。例えば、Ｃｕ粒子間の自由空間、ならびに分散媒または結合剤が存在する
ため、Ｎｉ副層３２０の上に印刷される銅含有ペーストの中のＣｕの密度は、電気メッキ
膜の中のＣｕの密度より小さい可能性がある。さらに、ペーストの厚さの均一性は、電気
メッキされたＣｕの厚さの均一性より低い可能性がある。いくつかの場合、図示のように
、印刷されたＣｕ副層３１０は、バンプ・パッド１５０全体を覆わなくてよい。そのよう
な場合は、ハンダ・バンプ１１０の中の所望のＣｕ濃度をもたらすペースト層の体積が、
ペーストの中のＣｕ濃度の知識を用いて決定されうる。
【００３６】
　図６Ａおよび図６Ｂは、Ｃｕをハンダ・バンプ１１０に提供する代替実施形態を示す。
図６Ａにおいて、銅含有層６１０が、バンプ１１０’の上に形成される。通常、バンプ１
１０’は、銅含有層６１０の形成中は固体のままであるが、このことは必要ではない。い
くつかの実施形態において、バンプ１１０’の上に層６１０を有するバンプ１１０’は、
バンプ・パッド１４０などのバンプ・パッドの上で、Ｎｉ含有層と接触して置かれる。バ
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ンプ１１０’がリフローされると、Ｃｕ副層３１０がＮｉ副層３２０の上に形成される実
施形態に類似する方法で、層６１０がＣｕをバンプ１１０に提供する。バンプ１１０の中
の所望のＣｕ濃度を結果としてもたらす層６１０の厚さが、決定されうる。図６Ａの実施
形態は、ハンダ・バンプ１１０の全表面にわたってハンダ・バンプ１１０の中にＣｕが拡
散することにより、ハンダ・バンプ１１０の中に、いくつかの他の実施形態より均一なＣ
ｕ濃度を、結果としてもたらすことができる。
【００３７】
　銅含有層６１０は、ハンダ・バンプ１１０’の上に、例えば、電気メッキにより形成さ
れうる。非限定的な一例において、ハンダ・バンプ１１０’は、直径１００μｍを有する
球体として取り扱われる。約１５ｎｍ～約１２０ｎｍの範囲内の層６１０の厚さは、リフ
ロー後のバンプ１１０において、約０．５％～約４％の範囲内の濃度を有するＣｕを提供
することができる。層６１０の約３０ｎｍの厚さが、ハンダ・バンプ１１０の中に、約１
重量％のＣｕの平均濃度を、結果としてもたらすことが予測される。ハンダ・バンプ１１
０の中に、所望のＣｕ濃度を生成するための層６１０の厚さを決定することは、当業者に
は可能である。
【００３８】
　図６Ｂは、銅含有層がハンダ・バンプ１１０’の上に形成されたＣｕペーストのビーズ
６２０である、一実施形態を示す。ビーズ６２０は、例えば、平らな表面の上に広げられ
た銅含有懸濁液の中に、ハンダ・バンプ配列をサッと浸けることにより、塗布されうる。
例えば、懸濁液は、ステンシル印刷ペーストであってよい。やはり、前述のように、Ｎｉ
層と接触して置かれ、リフローされると、ビーズ６２０が、Ｃｕを提供してＩＭＣ領域４
１０を形成することが予測される。この実施形態は、リフロー中にバンプ１１０’にＣｕ
を提供するための、特に安価な手段を提供することができる。
【００３９】
　次に図７を見ると、本開示の方法７００が示される。ステップ７１０で、電子デバイス
基板の上に配置されたバンプ・パッドを有する電子デバイス基板が、提供される。デバイ
スは、例えば、ＩＣダイであってよい。本開示の中および特許請求の範囲の中で使用され
るように、「提供される（ｐｒｏｖｉｄｅｄ）」または「提供する（ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ
）」は、デバイス、基板、構造要素、などが、個人または企業体が、開示された方法を実
施することにより製造されうること、あるいは、個人または企業体が、その個人または企
業体以外の、別の個人または企業体を含む供給源から取得されうること、を意味する。バ
ンプ・パッドは、Ｎｉ副層３２０など、バンプ・パッド上のニッケル含有層を含む。いく
つかの実施形態において、ニッケル含有層は、ニッケル含有層の上に、Ａｕおよび／また
はＰｄの層を有する。
【００４０】
　ステップ７２０で、銅含有層が、電子デバイスをリフロー・プロセスにかける前に、ニ
ッケル含有層の上に形成される。銅含有層は、前述のように従来どおりに、例えば、電気
メッキまたはステンシル印刷により、形成されうる。これらの例が、本開示の範囲内にあ
る他の同等の方法を排除するものではないことは、当業者には理解されよう。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、方法７００は、ハンダ・バンプがバンプ・パッド上に形
成される、ステップ７３０を継続する。バンプが溶融され、それにより、バンプとニッケ
ル含有層の間に、（Ｎｉ、Ｃｕ）／Ｓｎ　ＩＭＣ領域が形成されうる。ＩＭＣ領域は、約
５５重量％と約６５重量％の間の濃度で、Ｃｕを含むことができる。溶融することで、電
子デバイスとデバイス・パッケージを接合することができる。バンプは、ＩＣダイ、また
はデバイス・パッケージ基板の上に、配置されうる。ハンダ・バンプは、本質的にＣｕを
含まなくてよく、例えば、溶融前に、Ｓｎ／Ａｇハンダ合金から形成されうる。溶融する
ことは、例えば、従来のハンダ・リフロー・プロセスによるものであってよい。バンプと
ニッケル含有層の間の任意の層、例えば、金またはパラジウムは、実質的にハンダ溶融物
により消費され、ハンダ溶融物の中に溶解されることが予測される。いくつかの実施形態
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において、溶融後のハンダ・バンプは、約０．５重量％～約４重量％の範囲内の濃度を有
するＣｕを含む。いくつかの実施形態において、ハンダ・バンプは、約１００μｍの直径
を有し、銅含有層は、約０．５μｍ～約２μｍの範囲内の厚さを有する。
【００４２】
　最後に、図８は、図６Ａおよび図６Ｂの実施形態により示されるように、銅含有層をハ
ンダ・バンプ上に形成する方法８００を示す。ステップ８１０で、電子デバイス基板上に
配置されたハンダ・バンプ・パッドを有する、電子デバイス基板が提供される。そのよう
な基板は、例えば、集積回路またはデバイス・パッケージであってよい。ステップ８２０
で、銅含有層が、ハンダ・バンプ上に形成される。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、方法８００は、ハンダ・バンプが溶融され、それにより
、ハンダ・バンプとバンプ・パッドの間に（Ｎｉ、Ｃｕ）／Ｓｎ　ＩＭＣ領域を形成する
、ステップ８３０を継続する。ハンダ・バンプは、溶融前にニッケル含有層と接触して、
置かれることができる。任意選択で、ハンダ・バンプは、銅含有層をハンダ・バンプ上に
形成した後であるが、ハンダ・バンプをニッケル含有層に接触する状態に置く前に、リフ
ローされうる。ＩＭＣ領域の中のＣｕ濃度は、約５５重量％～約６５重量％の範囲内にあ
ってよい。いくつかの実施形態において、基板はＩＣダイであり、一方、いくつかの他の
実施形態において、基板はデバイス・パッケージ基板である。銅含有層は、例えば、電気
メッキにより、または銅ペーストから、形成されうる。いくつかの実施形態において、バ
ンプ上に形成されたＣｕの質量は、Ｃｕをハンダ・バンプの中に組み込む前の、ハンダ・
バンプの質量の約０．５％～約４％の範囲内にある。
【００４４】
　他のさらなる追加、削除、代替および改変が、説明された実施形態に対してなされうる
ことは、本願が関連する当業者には理解されよう。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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